
お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
・

教
育
ほ
か

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
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動
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・
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齢
・
障
害

福
祉

高
齢
・
障
害

福
祉

お知らせ／募集お知らせ／募集 摂津市役所
☎06（6383）1111（大代表）
☎072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
　在住・在勤・在学者、申込み不要

お
知
ら
せ
／

募
集

●
お
知
ら
せ

引
っ
越
し
を
す
る
と
き
は

住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う

　
入
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で

引
っ
越
す
と
、
転
出
・
転
入
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
引
っ
越

し
シ
ー
ズ
ン
（
３
月
・
４
月
）

は
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

混
雑
状
況
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
窓
口
混
雑
状
況
」
か
ら

確
認
で
き
ま
す
。

　
転
出
届
は
郵
送
ま
た
は
オ
ン

ラ
イ
ン
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

混
雑
緩
和
の
た
め
、
郵
送
ま
た

は
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
※
オ
ン

ラ
イ
ン
手
続
き
に
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
加
え
、
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス

ワ
ー
ド
（
数
字
４
桁
）
と
署
名

用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド

（
英
数
字
６
文
字
〜
16
文
字
）

が
必
要
／
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
Q
R
）
へ

問
合
せ　
市
民
課
へ

小
・
中
学
校
入
学
準
備
金

申
請
は
３
月
末
ま
で

　
４
月
に
市
立
小
・
中
学
校
に

入
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
い
る

世
帯
に
、
入
学
準
備
金
を
支
給

し
ま
す
。
受
給
す
る
に
は
所
得

制
限
が
あ
り
、
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
が
ま
だ
の
人
は
、
３

月
31
日
㈪
ま
で
（
必
着
）
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
記
Q
R
）
へ

問
合
せ　
こ
ど
も
政
策
課
へ

R6
非
課
税
世
帯
給
付
金

提
出
は
４
月
末
ま
で

　
令
和
6
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
に
対
す
る
給
付
金
の
対
象

と
思
わ
れ
る
世
帯
に
確
認
書
を

発
送
し
ま
し
た
。
届
い
た
世
帯

は
、
内
容
を
確
認
し
て
、
４
月

30
日
㈬
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。
※
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
Q
R
）
へ

問
合
せ　
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
06
（
6
1
7
0
）
1
5
3
8

へ市
外
宿
泊
施
設

利
用
補
助
の
廃
止

　
事
業
の
見
直
し
に
よ
り
、
交

交通安全運転者講習会
受講カードがある人は持参してください。駐車場

に限りがあるため、自転車などでお越しください。
問合せ　道路交通課へ

交

※受付は午後６時半から

ー 予 約 不 要 ー

各日午後７時から開始

車種 申告先
原動機付自転車
小型特殊自動車 市役所２階・市民税課

軽自動車三輪
軽自動車四輪

軽自動車検査協会高槻支所
（高槻市大塚町４丁目 20-1）

☎ 050(3816)1841

軽自動車二輪
二輪の小型自動車

近畿運輸局大阪運輸支局
（寝屋川市高宮栄町 12-1）

☎ 050(5540)2058

４月１日までに原付などの譲渡・廃車の申告を
　原動機付自転車などを譲渡・廃車した人は、４月１日
㈫までに、下記申告先へ申告してください。廃車手続き
をしない限り課税されますのでご注意ください。
　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の所有者
に年額で課税されます。４月２日以降に廃車手続きを行っ
た場合でも月割による還付の制度はありません。

問合せ　各申告先へ

小学校

中学校

流
の
あ
る
市
町
村
と
提
携
し
て

実
施
し
て
い
た
「
市
外
宿
泊
施

設
利
用
補
助
事
業
」
は
、
３
月

31
日
を
も
っ
て
廃
止
し
ま
す
。

施
設
利
用
補
助
券
は
、
同
日
利

用
分
ま
で
の
発
行
と
な
り
ま

す
。

問
合
せ　
自
治
振
興
課
へ

小
川
自
動
車
駐
車
場

４
月
か
ら
定
期
利
用
開
始

　
４
月
か
ら
、
市
立
小
川
自
動

車
駐
車
場
で
定
期
利
用
が
始
ま

り
ま
す
。
月
極
契
約
で
は
な
い

た
め
、
満
車
の
際
は
、
利
用
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
指
定
管

理
者
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
下
記
Q
R
）

へ問
合
せ　
道
路
交
通
課
へ

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化

手
続
き
を
忘
れ
ず
に

　
無
償
化
の
給
付
を
受
け
る
に

は
、
認
定
希
望
日
よ
り
前
に
、

保
育
教
育
課
へ
申
請
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

対
象
者　
保
護
者
の
就
労
な
ど

で
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童

対
象
年
齢　
▽
３
〜
５
歳
児
＝

所
得
制
限
な
し
▽
０
〜
２
歳
児

庁
に
合
わ
せ
て
、
土
曜
窓
口
を

日
曜
日
に
変
更
し
て
い
ま
す
。

事
前
に
予
約
す
る
と
ス
ム
ー
ズ

で
す
。
※
予
約
は
下

記
Q
R
か
ら
※
電

話
相
談
は
専
用
電
話

☎
06
（
６
３
８
３
）
１
５
５
５

へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

市
長
の
資
産
な
ど
を
公
開

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め

の
摂
津
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
資
産

等
報
告
書
」
を
、
３
月
21
日
㈮

か
ら
市
役
所
１
階
・
情
報
コ
ー

ナ
ー
で
公
開
し
ま
す
。

　
各
報
告
書
の
「
閲
覧
」
ま
た

は「
写
し
の
交
付（
有
料
）」は
、

所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　
秘
書
課
へ

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度
申
請
書
を
送
付

　
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両

＝
非
課
税
世
帯
な
ど

対
象
施
設　
認
可
外
保
育
施
設

（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を
含
む
）、

一
時
預
か
り
、病
児
保
育
、フ
ァ

ミ
サ
ポ
、
私
立
幼
稚
園
や
公
私

立
認
定
こ
ど
も
園（
幼
稚
園
枠
）

の
預
か
り
保
育
※
令
和
６
年
10

月
以
降
、
国
が
定
め
る
基
準
を

満
た
さ
な
い
認
可
外
保
育
施
設

は
対
象
外
で
す

※
詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
下
記

Q
R
）
へ

問
合
せ　
同
課
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
３
月
22
日
㈯
午
前
９
時
〜
正

午
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
へ
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

国
民
健
康
保
険
料

日
曜
・
夜
間
納
付
相
談

　
３
月
23
日
㈰
午
前
９
時
〜
正

午
、
27
日
㈭
午
後
５
時
半
〜
８

時
、
納
付
相
談
を
受
け
付
け
ま

す
。
３
月
は
市
役
所
の
臨
時
開

方
に
自
己
負
担
が
あ
る
世
帯

で
、
１
年
間
（
毎
年
８
月
〜
翌

年
７
月
末
）
の
自
己
負
担
額
が

高
額
に
な
る
場
合
に
、
申
請
に

基
づ
き
限
度
額
を
超
え
た
金
額

を
支
給
し
ま
す
。
支
給
対
象
の

被
保
険
者
に
は
３
月
か
ら
支
給

申
請
書
を
順
次
郵
送
す
る
の

で
、
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
・
高
齢

介
護
課
へ

地
域
計
画
を
策
定

　

鳥
飼
八
町
地
区
に
お
け
る

「
地
域
農
業
の
10
年
後
の
在
り

方
」
を
示
し
た
地
域
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。
同
計
画
は
、
市

役
所
４
階
・
産
業
振
興
課
、
市

役
所
１
階
・
情
報
コ
ー
ナ
ー
お

よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧

で
き
ま
す
。

問
合
せ　
同
課
へ

東
一
津
屋
地
区
周
辺
清
掃

　
３
月
25
日
㈫
に
、
東
一
津
屋

地
区
周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い

ま
す
。
※
雨
天
中
止

集
合
時
間　
午
前
９
時
半

場
所　
東
一
津
屋
公
園

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

確
定
申
告
を
忘
れ
ず
に

　
確
定
申
告
の
期
限
は
、
所
得

税
、
贈
与
税
が
３
月
17
日
㈪
ま

で
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
な

ど
は
３
月
31
日
㈪
ま
で
で
す
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

を
使
っ
た
自
宅
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
）
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

（
下
記
Q
R
）
か

ら
申
告
書
の
作
成
・

送
信
が
可
能

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ

る
申
告
に
は
、
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド

（
数
字
４
桁
）
と
署
名
用
電
子

証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
英
数

字
６
文
字
〜
16
文
字
）
が
必
要

問
合
せ　

吹
田
税
務
署
☎
06

（
６
３
３
０
）
３
９
１
１
へ

吹
田
税
務
署
へ
行
く
際
は

公
共
交
通
機
関
の
利
用
を

　
４
月
11
日
㈮
ま
で
、
吹
田
税

務
署
の
駐
車
場
を
閉
鎖
し
て
い

ま
す
。
駐
輪
場
も
限
ら
れ
て
い

る
た
め
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

吹
田
税
務
署
☎
06

（
６
３
３
０
）
３
９
１
１
へ

３
月

日
㈪
か
ら

新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
へ

　

３
月
24
日
㈪
申
請
分
か
ら
、

偽
造
・
変
造
対
策
を
大
幅
に
強

化
し
た
「
２
０
２
５
年
旅
券
」

に
な
り
ま
す
。
渡
航
予
定
が
あ

る
人
は
早
め
に
申
請
を
。

変
更
点　
▽
国
立
印
刷
局
で
集

中
的
に
作
成
す
る
た
め
、
申
請

か
ら
交
付
ま
で
の
日
数
が
長
く

な
り
ま
す
▽
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
可
能
に
な
り
ま
す
※
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
加
え
、
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス

ワ
ー
ド
（
数
字
４
桁
）
と
署
名

用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド

（
英
数
字
６
文
字
〜
16
文
字
）

が
必
要
▽
申
請
手
数
料
が
改
定

さ
れ
ま
す

※
詳
細
は
外
務
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下

記
Q
R
）
へ

問
合
せ　
市
民
課
へ

Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
電
気
機
器

計
画
的
な
処
分
を

　
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
廃
棄
物
は
令
和

９
年
３
月
末
ま
で
の
処
分
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
計
画

的
に
処
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問合せ　各申告先へ

実施日 場　所
３月 12 日㊌ 新鳥飼公民館（集会室）
３月 13 日㊍ 別府小学校（学習センター）
３月 14 日㊎ 千里丘公民館（集会室２）
３月 17 日㊊ 安威川公民館（講座室２）
３月 18 日㊋ 味生小学校（ふれあいルーム）
３月 19 日㊌ 三宅柳田小学校（多目的ホール）
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お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
・

教
育
ほ
か

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
・

教
育
ほ
か

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

高
齢
・
障
害

福
祉

高
齢
・
障
害

福
祉

お知らせ／募集摂津市役所
☎06（6383）1111（大代表）
☎072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

相談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

を
支
払
い
ま
す

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

身
体
障
が
い
者
補
助
犬

使
用
者
を
募
集

　
身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
社

会
参
加
の
促
進
の
た
め
、
盲
導

犬
や
介
助
犬
、
聴
導
犬
の
使
用

者
を
募
集
し
ま
す
。

申
込
み　

市
役
所
１
階
・
障

害
福
祉
課
で
配
布
（
大
阪
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得

可
）
の
申
請
書
を
書
い
て
、「
身

体
障
害
者
手
帳
」
の
写
し
を

同
封
の
う
え
、
４
月
18
日
㈮

ま
で
に
、
郵
送
（
〒
５
４
０

‐
8
5
7
0
大
阪
市
中
央
区

大
手
前
２
丁
目　
身
体
障
が
い

者
補
助
犬
担
当
者
宛
）（
必
着
）

※
選
考
あ
り

※
詳
細
は
大
阪
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下

記
Q
R
）
へ

問
合
せ　

大
阪
府
障
が
い

福
祉
室
自
立
支
援
課
☎
06

（
6
9
4
4
）
9
1
7
6
へ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◎
使
用
済
み
切
手
整
理
＝
３
月

19
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
＝
３
月
24
日
㈪
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

※
い
ず
れ
も
参
加
時
間
自
由

場
所
・
問
合
せ　
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
06

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ

● 

寄
附

◎
社
会
福
祉
協
議
会
へ

◆
田
中
靜
子
さ
ん
が
12
月
26

日
、
紙
お
む
つ
（
20
枚
入
り
）

２
袋
と
介
護
食
品（
24
個
入
り
）

２
箱
を
。

★火災  0 件 
  （年間累計 0 件）
　
★救急 　 537 件　
　 （年間累計 537 件） 

救急車を呼ぶか迷ったら、
救急安心センターおおさか

＃7119または
06（6582）7119

（24時間・365日対応）

※
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処

分
期
間
は
終
了
。
発
見
し
た
場

合
は
至
急
連
絡
を

問
合
せ　

大
阪
府
産
業
廃
棄

物
指
導
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
５
８
３
へ　

　
● 

募
集

国
勢
調
査
員
を
募
集

　
今
年
10
月
に
、
全
国
一
斉
に

実
施
さ
れ
る
国
勢
調
査
の
調
査

員
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　
市
内
で
調
査
活
動
が
で

き
る
20
歳
以
上
の
人

期
間　
８
月
下
旬
〜
10
月
下
旬

報
酬　
国
の
基
準
に
よ
る

申
込
み　
３
月
31
日
㈪
ま
で
に

総
務
課
統
計
係
へ

男
女
共
同
参
画
を
テ
ー
マ

に
企
画
を
募
集

　
男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る

団
体
（
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
者
が
過
半
数
を
占
め
る
３
人

以
上
の
団
体
）
か
ら
、
男
女
共

同
参
画
や
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ

ン
ト
に
役
立
つ
企
画
を
募
集
し

ま
す
。
採
用
さ
れ
た
企
画
は
、

講
師
謝
礼
の
補
助
な
ど
の
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
込
み　
４
月
１
日
㈫
〜
26
日

㈯
（
水
曜
日
を
除
く
）
に
、
男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
市
役

所
４
階
・
人
権
女
性
政
策
課
、

各
公
民
館
、
各
図
書
館
で
配
布

（
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
可
）
の
申
込
書
類

を
書
い
て
、
同
セ
ン
タ
ー
へ
持

参
※
提
出
時
、
事
業
概
要
に
つ

い
て
聞
き
取
り
あ
り

審
査　
５
月
24
日
㈯
に
プ
レ
ゼ

ン
審
査
※
最
大
３
企
画
を
採
用

問
合
せ　

同
セ
ン
タ
ー
☎
06

（
４
８
６
０
）
７
１
１
２
へ

夜や
か
ん
ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

間
中
学
校
の
生せ
い
と
ぼ
し
ゅ
う

徒
募
集

　

夜や
か
ん
ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

間
中
学
校
の
入に
ゅ
う
が
く学
を
受う

け
付つ

け
ま
す
。
※
授じ
ゅ
ぎ
ょ
う
り
ょ
う

業
料
は

無む
り
ょ
う料
で
す

受う
け
つ
け
き
か
ん

付
期
間　
４
月が
つ

30
日
㈬す
い
ま
で

対た
い
し
ょ
う
象　
▽
大お
お
さ
か
ふ

阪
府
に
居き
ょ
じ
ゅ
う住す
る

15
歳さ
い
い
じ
ょ
う

以
上
の
人ひ
と
（
令れ
い
わ和
７
年ね
ん

４
月が
つ

１つ
い
た
ち日
時じ
て
ん点
）
▽
中ち
ゅ
う
が
っ
こ
う

学
校

を
卒そ
つ
ぎ
ょ
う業し
て
い
な
い
人ひ
と
ま
た
は

実じ
っ
し
つ
て
き

質
的
に
十じ
ゅ
う
ぶ
ん分
な
教き
ょ
う
い
く育
を
受う

け
ら
れ
ず
に
卒そ
つ
ぎ
ょ
う業
し
た
人ひ
と

※

外が
い
こ
く
せ
き

国
籍
の
人ひ
と
も
入に
ゅ
う
が
く学で
き
ま
す

問と
い
あ
わ合
せ　

守も
り
ぐ
ち
し
り
つ

口
市
立
さ
つ

き
学が
く
え
ん園
夜や
か
ん
が
っ
き
ゅ
う

間
学
級
☎
06

（
６
９
９
１
）
０
６
３
７
ま
た

は
学が
っ
こ
う
き
ょ
う
い
く
か

校
教
育
課
へ

市
民
農
園
利
用
団
体
募
集

　
市
民
農
園
の
利
用
を
希
望
す

る
自
治
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど

の
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
春
夏

野
菜
を
始
め
る
の
に
お
勧
め
で

す
。

利
用
開
始　
４
月
か
ら

利
用
料　
３
４
０
円
／
㎡（
年
）

場
所　
▽
鳥
飼
八
防
１
丁
目
＝

１
区
画
（
62
㎡
）
水
道
な
し

募
集
団
体　
１
団
体

申
込
み　

３
月
14
日
㈮
ま
で

に
、
市
役
所
４
階
・
産
業
振
興

課
へ
（
電
話
不
可
・
多
数
の
と

き
抽
選
）

学
校
園
受
付
員
を
募
集

　
子
ど
も
の
安
全
を
見
守
る
た

め
に
、
校
門
（
受
付
室
）
で
来

訪
者
の
受
付
な
ど
を
行
う
学
校

園
受
付
員
を
募
集
し
ま
す
。

活
動
内
容　

学
校
園
の
校
門

（
受
付
室
）
で
来
訪
者
へ
の
受

付
、
校
門
周
辺
の
安
全
管
理

活
動
時
間　
平
日
午
前
８
時
〜

午
後
０
時
半
ま
た
は
午
後
０
時

半
〜
午
後
５
時
で
週
２
回
程
度

活
動
場
所　
市
立
小
学
校
ま
た

は
べ
ふ
こ
ど
も
園

※
薄
謝
（
１
人
１
回
２
千
円
）

１月の火災・救急件数

今 月 の 各 種 相 談
相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市 民 法 律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの法
律問題

▷毎週㊊・㊍　▷８日㊏
午後１時〜４時（各日先着６人）
※ 20 日㊗除く

自治振興課（市役所２階）
☎ 06（6383）1357
※予約受付は実施日当日の午
　前９時から相談終了時間の
　30 分前（市民法律相談は
　午後３時）まで。☎予約可
※各相談１回 30 分まで
※要望・苦情などの市民相談
　窓口は自治振興課へ

行 政 国、府、市などの業務に
対する要望など ５日㊌午後１時〜３時

登 記 登記・測量、不動産相続、
境界の問題 ７日㊎午後３時〜５時（先着４人）

外 国 人
市 民 相 談

外国人が抱えている生活
上の諸問題

毎週㊋㊌㊎（第４㊌除く）
午前９時半〜午後４時半

国際交流協会
（コミュニティプラザ内）
☎ 06（6319）6251

税 務
税理士による所得税や相
続税、贈与税などの税務
相談

18 日㊋
午後１時半〜４時半

（先着６人）

市民税課（市役所２階）
☎ 06（6319）1990
※申込みは前日までに、近畿
　税理士会吹田支部
　☎ 06（6319）0450 へ

労 働
解雇、賃金未払い、休暇、
退職、就業規則など労働
全般の相談

12 日㊌・26 日㊌
午後１時〜４時

産業振興課（市役所４階）
☎ 06（6383）1362
※予約優先、当日受付可

消 費 生 活 消費者の利益・安全に関
する苦情・要望など 毎週㊊〜㊎午前９時〜午後 5 時 産業振興課、消費生活相談

ルーム（市役所４階）
☎ 06（6383）2666多 重 債 務

法 律

司法書士＝㊍、弁護士＝
㊎による債務（借金）の
問題解決

▷６日㊍午後２時〜５時
▷ 21 日㊎午後１時〜４時
　（要事前予約）

心 配 ご と 家族関係、生計、病気な
どの悩みごと

４日㊋・18 日㊋
午後１時〜３時

社会福祉協議会（地域福祉活
動支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人 権 擁 護 人権擁護委員による相談 14 日㊎
午後２時〜３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
な ん で も

暮らしの中で起こる人権
問題

毎週㊊〜㊎
午前 10 時〜午後４時
※ 20 日㊗除く

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男 性 電 話 生き方・働き方、人間関
係の悩み

26 日㊌
午後１時〜４時

人権女性政策課
☎ 06（6155）9167

女 性 総 合
▷電話
▷来所

女性のさまざまな悩みの
相談（家庭や職場、パー
トナーからの暴力の相談
も含む）

▷毎週㊊㊋㊍㊎㊏
　午前９時半〜午後５時
　※第３・４㊋午後１時〜９時
　※ 20 日㊗除く

男女共同参画センター・ウィ
ズせっつ相談室
問合せ・予約
☎ 06（4860）7114
※女性総合の電話相談を希望
　する人は
　☎ 06（4860）7116 へ
※未就学児の一時保育あり
　（５日前までに要予約）

専
門
相
談

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談

▷ 11 日㊋午後 2 時〜４時 40 分
▷ 25 日㊋午後 5 時〜７時 40 分

女性面接
（要予約）

女性カウンセラーによる
心の悩みのカウンセリン
グ

▷ 4 日㊋午後１時〜４時 50 分
▷ 13 日㊍・27 日㊍
　午前 10 時〜 12 時 50 分
▷ 18 日㊋午後 3 時〜 7 時 50 分

※いずれも無料
※施設休館日は
　行っていません
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